
       障害者手帳をお持ちで 65 歳になる皆様へ 

豊橋市役所障害福祉課 

 

 

現在「障害福祉サービス」を利用中の方が 65 歳になると福祉サービスは「介護保険サー

ビス」が優先となります。 

 ただし、優先されるのは「障害福祉サービス」と「介護保険サービス」における共通サ

ービスです。「介護保険サービス」にはない「障害福祉サービス」は引き続き利用すること

ができます。まずは、相談支援専門員にご相談ください。 

 

           介護認定の手続きの流れ 

 

                     

                       

                                                          

 

                  

 

 

 

 

 

 

   

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 65 歳になったら要介護
よ う か い ご

認定
に ん て い

を受けてください。 
 

障害福祉サービス利用者 

６５歳誕生日前 

介護認定の申請をする 

要介護認定 

認定結果通知 

介護支援専門員 

（ケアマネジャー）を選び契約 

 

利用するサービスを決める 

この通知が到着しましたら、担当の相談支援専門員に相

談してください。 

長寿介護課または地域包括支援センター（お電話をか

けてからお出かけください）で申請します。 

事前に必ず主治医に相談し、申請する旨を伝えてくだ

さい。その際に主治医のフルネームを確認してくださ

い。 

認定調査員が自宅などに訪問し、心身の状況などにつ

いて調査します。 

東三河広域連合が本人の主治医に意見書作成を依頼し

ます。 

「介護認定審査会」で審査判定されます。 

認定結果通知と結果が記載された介護保険被保険者証

が届きます。 

結果が「要支援」の場合は地域包括支援センターのケア

マネジャー、「要介護」の場合は居宅介護支援事業所の

ケアマネジャーが作成するケアプランにもとづいてサ

ービスを利用します。 

「非該当」の場合は障害福祉サービスが継続して利用で

きます。 



Ｑ＆Ａ 
 

Ｑ１「障害福祉サービス」と「介護保険サービス」でサービスの内容が同じ

種類のサービスって何ですか？ 
Ａ１ 障害福祉サービスの中の居宅介護（通院等介助除く）、短期入所、住宅改修費の給付、

訪問入浴サービス、福祉用具の給付が該当します。 

 

Ｑ２  65 歳になって介護保険のホームヘルパーに代わる時には今までと同じ

ヘルパーさんが来てくれるの？ 
Ａ２  障害福祉サービスの時に利用していた事業所が介護保険の指定を受けている場合

には可能ですが、指定を受けていない場合には事業所やヘルパーさんが変わること

になります。 

 

Ｑ３ 今まで障害福祉サービスで相談をしていた相談支援専門員さんも変わ

るの？ 
Ａ３  基本的には 65歳以上で「居宅介護（通院介助除く）」と「短期入所」を利用する場 

合には、介護保険の介護支援専門員（ケアマネジャー）に相談員が変わります。 

スムーズに移行するため、相談支援専門員からケアマネジャーに引き継がれます。 

    

Ｑ４ 「要介護認定」って何ですか？ 
Ａ４   日常生活における介護の手間を判断し認定する制度です。申請を受けて東三河広域 

連合が審査し認定を行います。介護の必要度合により要支援１～２、要介護１～５ 

の区分があります。 

 

Ｑ５ 65歳までずっと作業所（就労継続支援 B型）を利用していたので 

すが、65歳以上になっても利用することができますか？ 

Ａ５  就労継続支援 B型は介護保険にないサービスなので利用は可能です。 

その他、就労継続支援 A型、就労移行支援事業も引き続きの利用は可能ですが 

65歳以降で新規に利用することはできません。 

 

Ｑ６ 介護保険を利用するようになると費用（自己負担金）はどうなります

か？ 
Ａ６  介護保険サービスを利用した場合は、自己負担が発生します。また障害福祉サービ 

スのような減免措置はありません。 

 

Ｑ７ 介護保険要介護（要支援）認定申請はいつからできますか？ 
Ａ７  ６５歳到達日（誕生日の前日）の３ヶ月前から申請可能です。 

 

 

＜連絡先（障害）＞ 

豊橋市役所 障害福祉課 

福祉サービスグループ 

ＴＥＬ（０５３２）５１－２３４７ 

＜連絡先（介護）＞ 

東三河広域連合 介護保険課 

豊橋窓口（豊橋市役所 長寿介護課内） 

ＴＥＬ（０５３２）５１－３１３０ 

http://www.weblio.jp/content/%E5%88%A4%E6%96%AD
http://www.weblio.jp/content/%E8%AA%8D%E5%AE%9A
http://www.weblio.jp/content/%E5%88%B6%E5%BA%A6
http://www.weblio.jp/content/%E7%94%B3%E8%AB%8B
http://www.weblio.jp/content/%E5%AF%A9%E6%9F%BB
http://www.weblio.jp/content/%E8%AA%8D%E5%AE%9A

